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「全国がん登録」の実施について

◇地域医療部◇

知
ら

お せ

平成28年１月より「全国がん登録」がスタートします。全ての病院に届出が義務化されるほか、指定され

た診療所も届出を行うことになりますので、その概要についてご案内申し上げます。

※次の項目１～５については、北海道保健福祉部健康安全局地域保健課提供によるもの。

１．要 旨

がん罹患や生存の状況等を把握することにより、がんの現状を把握し、がん対策の基礎となるデータを得

るとともに、がん患者に対する適切ながん医療の提供やがん予防を行うため、本道においては、昭和47年か

ら「地域がん登録」を実施してきた。

平成25年12月、「がん登録等の推進に関する法律（以下、「法」という。）」が公布され、平成28年１月から施

行、国主導による「全国がん登録」がスタートする。
識 竺鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫

２．がん登録等の推進に関する法律の概要

（１）全国がん登録の実施

・全ての病院と指定された診療所（申請により道が指定）に罹患情報の届出を義務化。
識 竺鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫

・市町村は、人口動態統計による死亡小票のほか、「死亡者情報票」を作成して提出。
識 竺鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫

・国（国立がん研究センター）は罹患情報と死亡情報を突合・整理。

（２）院内がん登録等の推進

院内がん登録の推進、国による院内がん登録実施に必要な体制整備。

（３）がん登録等の情報の活用

都道府県や市町村のほか、届出を行った医療機関への情報提供等。
識 竺鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫

３．「全国がん登録」実施に向けた対応

（１）道内医療機関を対象とした説明会の開催

「全国がん登録」実施に向けた周知と具体的手続き等に関する説明会を、北海道がん診療連携協議会がん登

録部会と連携しながら、全道６ヵ所程度での実施を予定。

【開催地】～札幌、函館、旭川、北見、帯広、釧路の６ヵ所を予定

【開催時期】～平成27年10月～11月（予定）

（２）届出を行う診療所の指定

「全国がん登録」は、全ての病院に届出が義務化されているほか、指定された診療所も届出を行うことになる。

今後、診療所の申請および指定の手続き方法について、整理を行う。

また、全ての診療所に対し、「全国がん登録」の実施に係る周知を行う。

４．情報提供等を行うための審議会の設置

「全国がん登録」の集計データは、都道府県、市町村、届出医療機関、研究者等への提供ができる。ただ

し、提供を行うには法（第18条）に基づく合議制の機関の意見を聴く必要があり、「全国がん登録」のスター

ト（平成28年１月）までにがん医療等の学識経験者と個人情報保護の学識経験者を含む審議会を設置する。
識 竺鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫鴫

５．今後のスケジュール
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